
はじめに  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1

１　まちづくり構想の対象範囲 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

２　中杉通り沿道地区が目指すまちの将来像 ‥‥‥‥‥‥ 3

３　中杉通り沿道地区まちづくり方針 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4

４　まちづくり方針の実現に向けた取り組み‥‥‥‥‥‥‥ 6

５　まちづくり構想の実現に向けて ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7

６　資料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8

平成 21年11月

中村橋中杉通り沿道まちづくり協議会

中杉通り沿道まちづくり構想





中杉通り沿道まちづくり構想

はじめに

　平成20年10月に都市計画道路補助第133号線（花みずき燦燦通り、以下、
補助133号線）が開通しました。
　補助133号線に平行する中杉通りの商店街である、サンツ中村橋商店街振興
組合と中村橋駅前通り貫商会は、この機会を捉え、平成21年２月に「中村橋中
杉通り沿道まちづくり協議会」（以下、まちづくり協議会）を設立し、まちづくりの
検討を始めました。
　これは、私達が、中村橋駅周辺地区のまちの活性化を先導していく責任を自
覚し、まちづくりを一層推進して、中杉通りの安全性、利便性、快適性を向上さ
せたいという決意からできたものです。
　この「中杉通り沿道まちづくり構想」は、これまで積み重ねてきた検討の結果
をまとめ、中杉通り沿道の将来像と方針を定めるとともに、これを実現するため
の取り組み事項を盛り込みました。
　中杉通り沿道のまちづくりは、私たち沿道住民が主体となって取り組んでいき
ます。しかし、私たちだけでは実現できないこともたくさんあります。今後、この
構想を実現するため、関係機関にお願いするべきことはお願いし、私たち住民と
関係機関が協力してまちづくりを推進していく所存です。
　最後に、この構想の作成にご尽力、ご協力をいただいた関係者各位、中村橋駅
周辺のの皆さまに対し、感謝申し上げます。

平成21年11月
中村橋中杉通り沿道まちづくり協議会
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１ まちづくり構想の
対象範囲

まちの現状・課題とまちづくり協議会設立の経緯
　西武池袋線中村橋駅は、平成13年度に高架化されました。駅周辺では、交
通バリアフリー基本構想が平成16年度に区によって策定された後、道路のバ
リアフリー整備が進みました。南口地区には地区計画が策定され、駅前広場
等が整備されました。平成20年10月には補助133号線も開通しました。
　このように、中村橋駅周辺地区では、まちのハード面の整備は進みましたが、
残されている課題として、この整備を活かした『まちの活性化』があります。平
成21年5月に実施した周辺住民へのアンケート調査でも、放置自転車の解消
や、商店街の店舗構成の充実など、ソフト面からのまちづくりへの要望が多数
寄せられました。
　そこで、これからのまちづくりは、活性化を担う地元がより真剣に取り組ん
でいくべきと考え、中でも活性化の核となる商店街が率先して貢献していきた
いとの思いから、まちづくり協議会を発足させました。

まちづくり構想の対象範囲
　まちづくり協議会では、“中村橋駅周辺地区の活性化のために中杉通り沿道
が取り組むべきことは何か”を検討することとしました。
　このため、まちづくり協議会が対象とするまちづくりの範囲は、中杉通り沿
道地区（千川通りと目白通りに挟まれた沿道部分：下図）としました。
　このまちづくり構想も、中杉通り沿道地区を対象範囲としてとりまとめます。

まちづくり構想の対象範囲
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２ 中杉通り沿道地区
が目指すまちの　
将来像

　中杉通り沿道地区の西側には、図書館、美術館、区民センターなど文化やコ
ミュニティの活動の場があります。これらの区立施設と中杉通り沿道地区との
行き来をしやすくすることで、まちのさらなる交流や賑わいを広げていきたい
と考えます。
　また、補助133号線の開通により、これまで問題とされていた中杉通り等で
の通過交通が減少し、歩行者が安心して歩ける環境になることが期待されます。
　以上の考えに基づき、中杉通り沿道地区のまちの将来像を次のように定め
ます。

　中杉通り沿道の商店街と、区立施設周辺、住宅地が相互の回遊性を向上する
ことにより、それぞれが地域特性を生かし、発展するまちを目指します。また、回
遊の中心となる地区を中杉通り沿道の商店街とし、商業の集積を高め、魅力的
なまちを目指します。

商店街を中心に楽しく安全に回遊できるまち

区立施設周辺～中杉通り沿道の商店街～住宅地が
一体となって活性化します！

まちの将来像

まちの将来イメージ
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杉
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区立施設周辺 住宅地商店街

区立施設周辺
○たくさんの文化やふれあいが育まれる場
○安全で安心して歩ける道路
○緑豊かで安らげる場

中杉通り沿道の商店街
○安全で安心して歩ける商店街
○便利で利用しやすい商店街
○快適でまた来たくなる商店街

住宅地
○緑豊かで住みよい住環境
○落ち着いた街並み
○安全で歩きやすい道路
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３ 中杉通り沿道地区
まちづくり方針

　まちの安全性、利便性、快適性を向上させる、まちの将来像を実現するため、
中杉通り沿道地区のまちづくり方針を次のとおり定め、取り組みを推進します。

方針1 “中杉通りを誰もが安全に安心して歩けるみちにします”

交通バリアフリー基本構想に基づく準特定経路に定められて
いる中杉通りは、バリアフリーの道路を目指すとともに、防犯
性を高めます。

方針2 “まちの活性化に向け、商店街を今まで以上に便利で
   充実させます”

様々な商品やサービスを提供できる商店街を目指すとともに、
気軽に利用してもらえる親しみのある商店街にします。

方針3 “また歩きたい、歩いてみたいと感じてもらえる空間
   にします”

来街した方が“また来たい”、“来て良かった”と感じる街並みを
創ります。この街並みがいつまでも光り輝くように、日常の美化
活動にも積極的に取り組みます。
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　まちづくり方針を実現するため、具体的な取り組み事項を考えました。
　なお、この取り組み事項は、私たち地域住民でできることばかりではなく、
区や関連する機関、企業へ要望しなければならないことも含まれます。

４ まちづくり方針の
実現に向けた　　
取り組み

方針１ 中杉通りを誰もが安全に安心して歩けるみちにします

歩きやすくするため、道路への商品・看板のはみ出しや放置自転車を無くすこ
とに取り組みます。

安心して歩けるようにするため、防犯カメラや街路灯を充実させることに取り
組みます。

自動車を気にせず歩けるようにするため、人通りの多い時間帯に、区域を定め
て自動車の交通規制を行うことに取り組みます。

取り組み事項

1

2

3

4

5

6

7

8

商店街の情報発信やイベントなどを積極的に行い、商店街のＰＲに努めるこ
とに取り組みます。

初めて訪れる人にも分かりやすいまちにするため、統一した案内サインを整備
することに取り組みます。

商店街の便利さを高めるため、商品の配達や買い物の代行サービスに取り組
みます。 

商店街の便利さを高めるため、店舗内に気軽に利用できるトイレを増やすこ
とに取り組みます。

お店に入りやすくするため、店舗の出入口と道路の段差をなくすことに取り組
みます。

方針2 まちの活性化に向け、商店街を今まで以上に便利で充実させます

取り組み事項
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楽しく歩ける商店街にするため、中杉通りを石畳風のカラー舗装や無電柱化
することに取り組みます。

清潔な商店街にするため、ゴミの夜間収集やこまめな清掃、違法立て看板の撤
去、ゴミ捨てマナーの向上に向けたＰＲ活動などを実施することに取り組みます。

便利な商店街にするため、様々な種類の店舗を誘致し、建物の1階をなるべ
く店舗として使うことに取り組みます。

親しみを感じる商店街にするため、風俗店など商店街にそぐわない店舗を禁
止することに取り組みます。

取り組み事項

9

10

11

12

方針3 また歩きたい、歩いてみたいと感じてもらえる空間にします
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５ まちづくり構想の
実現に向けて

　まちづくり協議会では今後、まちづくり方針の実現に向け取り組みを実施し
ていきます。
　しかし、取り組み事項の中には、まちづくり協議会や住民だけでは実施でき
ないこともたくさんあります。
　まちづくり協議会では、取り組み事項を、地元が担うべきことと、関係機関
に協力をお願いすることに区分して、地元が担うべきことについては、取り組
みの優先順位や活動主体、具体の活動内容などを決めて、実施に努めます。関
係機関に協力をお願いすることは、関係機関に検討を依頼するとともに、実施
に向けて協力をしていきます。
　なお、この構想は現在の到達点です。今後新たに発生するまちづくりの課題
にも、解決に向け積極的に取り組みます。

まちづくり構想の実現に向けた取り組み

取り組み事項

まちづくり協議会や住民など
地元が担うべきこと

【例えば清掃活動など】

関係機関に協力を
お願いすること

【例えば道路整備など】

地元で活動内容などを協議 関係機関に依頼

協　議

実　施 実　施
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６ 資料

中村橋中杉通り沿道まちづくり協議会の活動経過

協議会での検討の模様
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中村橋駅周辺地区まちづくりの経過
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協議会アンケートの概要
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中村橋中杉通り沿道まちづくり協議会　委員名簿
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中村橋中杉通り沿道まちづくり協議会　会則

（名称）
第１条 この会は、中村橋中杉通り沿道まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称する。

（目的）
第２条 協議会は、『商店街を中心に楽しく安全に回遊できるまち』を中村橋中杉通り沿道に実現する

ために、まちづくり活動を推進していくことを目的とする。

（協議会の構成）
第３条 協議会は、地区に居住する者、事業を営む個人および団体、土地・建物を所有する者のうち、

前条の目的に賛同する30名以下の委員をもって組織する。 
　（２） 前項に関わらず協議会の承認を得た者は委員となることができる。
　（３） 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により選出する。

（協議会委員の任期）
第４条 協議会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

（事務局）
第５条 この協議会の事務局は、練馬区 環境まちづくり事業本部 都市整備部 東部地域まちづくり課

に置く。
（会則の改正）
第６条 この会則に改正の必要が生じたときは、協議会において検討のうえ、会員の過半数の同意を

得て改正することができる。

 付則
 この会則は、平成21年2月2日から施行する。
 この会則の第3条、第4条の変更は、平成21年2月24日から施行する。 
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